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設計業務委託仕様書 
（プロポーザル時） 

 
 
１．業務概要 

（１）履⾏名称  群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務委託 
（２）履⾏場所  群⾺県太⽥市下浜⽥町１０８８番２ 地内 
（３）履⾏期間  契約締結の翌⽇から令和７年２⽉２８⽇まで 

 （４）業務内容  庁舎建設に係る基本設計及び実施設計業務 
          既存庁舎の解体に係る実施設計業務 
          上記に関わる追加業務 
          上記に関わる官公署等への⼿続き 
 （５）建設スケジュール 
   １）基本設計 令和５年１０⽉〜令和６年 ９⽉（予定） 
   ２）実施設計 令和６年１０⽉〜令和７年 ２⽉（予定） 
   ３）建設⼯事 令和７年 ６⽉〜令和９年 １⽉（予定） 
   ４）解体⼯事 令和９年 ５⽉〜令和９年１２⽉（予定） 
 （６）関連資料 

１）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所庁舎建設基本計画 
２）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プロポーザル実施要領 

 
 
２．計画施設概要 

（１）⽬的 
群⾺東部⽔道企業団太⽥本所の庁舎は、当初建設から５０年以上が経過し、経年劣

化により主要構造部の耐震強度だけでなく、給排⽔衛⽣設備等についても劣化が顕
著となっている。また、平成２４年に実施した耐震診断にて耐震性能不⾜判定を受け
たにもかかわらず、改修⼯事が未完了のままとなってしまっている。 

このような現状では来庁者、従事する職員の安全性が確保されているとは⾔えず、
災害時における⽔道施設復旧のための危機管理拠点（対策本部）としての機能を強化
するため新庁舎を建設する。 
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（２）基本⽅針 
１）新本所の整備⽅針は、群⾺東部⽔道企業団太⽥本所庁舎建設基本計画による。 

    Ａ）利⽤しやすく親しみやすい快適な庁舎 
     ａ）誰もが利⽤しやすいレイアウトと設備の採⽤ 
     ｂ）職員が働きやすい環境を整備 
     ｃ）住⺠に親しまれるデザインと施設の採⽤ 
    Ｂ）住⺠の⽣活を守る安全・安⼼な庁舎 
     ａ）⾼い耐震性能の確保と防災拠点機能の充実 
     ｂ）庁舎内のセキュリティの向上 
    Ｃ）⻑期間にわたって使⽤できる効率的で経済的な庁舎 

ａ）⻑期間の使⽤を想定したデザインや設備の採⽤ 
     ｂ）効率的な⾏政執務機能の確保 
    Ｄ）地球環境に優しくエコな庁舎 
   ２）⼀般設計⽅針は次による。 
    Ａ）安全性とバリアフリー 
      バリアフリーを必要条件とし、来客者や職員の安全性を図る。 
    Ｂ）室内環境 

ウェルネスを意識したオフィス計画とする。来庁者や従事する職員にとって
快適な室内環境を確保するため、⾊彩計画、使⽤材料の適正な選択、換気計画、
通⾵計画、採光の確保、照明計画、砂塵対応、結露防⽌、断熱計画、温熱環境計
画、⾳環境、リラックス及びリフレッシュ計画、ゆとりのある空間の計画等に配
慮する。 

    Ｃ）配置計画と外部環境 
業務の特殊性を考慮し、安全で機能的な配置を確保する。また、周辺環境との

調和に配慮する。 
    Ｄ）防災 

公共施設としての特性を踏まえ、必要な耐震性能（建築構造、仕上げ、建築設
備）を備えるとともに、台⾵や⽕災、浸⽔、地震等の災害に対する安全性を確保
する。危機管理拠点（対策本部）としての機能を確保する。 

    Ｅ）環境配慮と省エネ 
ＺＥＢを実現させるための計画に配慮する。⾃然エネルギーの活⽤（パッシブ

システム）、建物消費エネルギーの抑制、耐⽤年数、メンテナンス、材料のリサ
イクルを考慮し、環境に配慮する。 

    Ｆ）コスト 
イニシャルコストの低減に配慮する。また、将来改修等を踏まえたライフサイ

クルコストの低減に配慮する。 
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    Ｇ）維持保全 
保全業務が効果的に⾏われるよう、セキュリティ、仕上げ材料の耐久性、耐汚

染性、耐⾵性、耐⽔性、容易な点検、容易な維持管理、容易な改修⼯事、清掃、
植栽管理等に配慮する。また、庁舎保全計画の策定に配慮する。 

（３）計画敷地条件 
   １）敷地   群⾺県太⽥市下浜⽥町１０８８番２ 地内 

２）⽤途地域 準⼯業地域（建ぺい率６０％、容積率２００％） 
３）敷地⾯積 ６７２１．０３㎡ 
４）インフラ 
 Ａ）電気  電柱有り     敷地の東側、⻄側、北側 
 Ｂ）通信  電柱有り     敷地の東側、⻄側、北側 
 Ｃ）上⽔道 ⽔道本管有り   敷地の東側、⻄側 
 Ｄ）下⽔道 下⽔道本管有り  敷地の北側 
 Ｅ）ガス  都市ガス本管有り 敷地の⻄側、北側 
 Ｆ）その他 埋設⽂化財包蔵地 

（４）計画施設 
   １）施設名称 群⾺東部⽔道企業団太⽥本所 

２）建物⽤途 庁舎 
３）規模   地上３階〜４階程度を想定 
４）構造   鉄⾻造⼜は鉄筋コンクリート造を想定 
５）建築⾯積 ３，５００㎡程度を想定 

 （５）付属施設 
   １）施設名称 倉庫棟 

２）建物⽤途 倉庫、⾞庫、会議室等を想定 
３）規模   地上２階〜３階程度を想定 
４）構造   鉄⾻造⼜は鉄筋コンクリート造を想定 
５）建築⾯積 ７５０㎡程度を想定 
６）その他  計画施設と別棟にするかどうかの検討を⾏うこと。 

 （６）外構 
   １）駐⾞場  １５０台程度を想定 
   ２）駐輪場  ３０台程度を想定 
   ３）出⼊⼝  現状は東側と⻄側に１個所ずつ 
   ４）植栽   維持管理と景観に配慮し低⽊程度を想定 
   ５）⾬⽔処理 適切な計画を⾏う。 
   ６）設備計画 外灯や外⽔道など、適宜設備計画を⾏うこと。 
   ７）その他  現状、公衆電話などの外部団体の設備機器等が設置されている。 
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 （７）解体建物 
   １）施設名称 現群⾺東部⽔道企業団太⽥本所及び付属施設（現在使⽤中） 
   ２）敷地   群⾺県太⽥市浜町１１番２８ 地内 
   ３）建物⽤途 庁舎、⾞庫、倉庫、駐輪場、設備等 
   ４）規模   主に地上３階、⾼さ１３．１５ｍ 
   ５）構造   主に鉄筋コンクリート造及び鉄⾻造 

６）敷地⾯積 ４，５３４．９３㎡ 
   ７）建物⾯積 ３，５００㎡程度 

（８）耐震安全性の⽬標及び分類 
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25 年制定）により、本施設は次のと

おり計画すること。 
１）構造体     Ⅱ類 
２）建築⾮構造部材 Ａ類 
３）建築設備    甲類 

（９）建設⼯事 
１）想定⼯事費  １，８００，０００，０００円 

（消費税及び地⽅消費税を含む。） 
計画施設本体⼯事費、付属施設⼯事費、各種設備⼯事費（インフ
ラ整備も含む）、外構⼯事費、現庁舎の解体⼯事 

２）想定⼯期   令和７年６⽉〜令和９年１⽉下旬 
            新庁舎は令和９年４⽉から使⽤開始できる計画とすること。 
            現庁舎の解体はその後に⾏うこととする。 
   ３）想定⼯事区分 
    Ａ）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 建築主体⼯事 
    Ｂ）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 電気設備⼯事 
    Ｃ）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 機械設備⼯事 
    Ｄ）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 外構⼯事 
    Ｅ）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 旧庁舎等解体⼯事 
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３．基本要求性能 
  群⾺東部⽔道企業団太⽥本所庁舎建設基本計画をもとに基本必要諸室等を次に⽰す。

なお、諸室の詳細は発注者との協議により、基本設計時には要件の整理や条件の⾒直しを
⾏い、要求性能を修正すること。 
（１）共⽤部⾨ 

１）エントランスホール      適宜 
２）⾵除室            適宜 
３）待合ホール          適宜 
４）エレベーター         適宜 
５）打合せスペース        適宜 
  短時間、中時間の打合せを⾏う。 
６）打合せ室           適宜 
  ⻑時間の打合せを⾏う。 
７）授乳室            適宜 
  給湯設備を設ける。 
８）トイレ            適宜 
９）バリアフリートイレ      適宜 
１０）⾃動販売機置き場      適宜 
１１）売店等           適宜 
１２）⾷堂等           適宜 

（２）管理部⾨ 
１）事務室（群⾺東部⽔道企業団） 
  事務室内に打合せスペースを設ける。 

Ａ）局⻑席           想定 １名 
Ｂ）次⻑席           想定 １名 
Ｃ）総務課           想定１１名 
Ｄ）企画課           想定１０名 
Ｅ）⼯務課           想定１４名 
Ｆ）庁舎建設室         想定 ３名 
Ｇ）災害対策室         想定 ３名 

２）事務室（包括業務委託先） 
  事務室内に打合せスペースを設ける。 

Ａ）役員室           想定 ２名 
Ｂ）総務管理課         想定 ５名 
Ｃ）庁舎管理課         想定 ５名 
Ｄ）⽔道事務管理課       想定 ７名 
Ｅ）管路・給⽔課        想定２０名 
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Ｆ）包括業務管理・維持課    想定 ３名 
Ｇ）浄配⽔管理課        想定 ６名 
Ｈ）料⾦受理課         想定３６名 
  エントランス付近に料⾦収納窓⼝を設ける。 
Ｉ）管路ＤＢ・ＣＭ課      想定１３名 

３）会議室 
Ａ）⼤会議室          想定３０〜５０名 想定２室 
Ｂ）中会議室          想定１２〜３０名 想定３室 
Ｃ）⼩会議室          想定 ６〜 ８名 想定５室 

   ４）休養室            適宜 
     緊急時に安全に利⽤できるように配慮する。 

５）休憩室            適宜 
６）給湯室            適宜 
７）更⾐室            適宜 
  脱⾐室及びシャワー室を男⼥各１室ずつ設ける。 
８）中央監視室          適宜 
  各種設備を監視する。 
９）警備員室           適宜 
  夜間や休⽇対応を⾏う。 
１０）⽂書保管庫         適宜 
１１）災害対策倉庫        適宜 
   ⾮常⽤備蓄や応急修理備品等を収納する。 
   屋外に⾯し、作業⾞等との連携を図る。 
１２）倉庫            適宜 
１３）⾞庫            適宜 
   ⼤型公⽤⾞２台及び給⽔⾞２台が収納できる⼤きさとする。 
   ⾞庫内での作業に配慮する。 
１４）設備機械室         適宜 
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４．業務内容 
標準業務（基本設計業務、実施設計業務）、追加業務、官公署等への⼿続き、その他発

注者が必要と認める業務等の内容について、本仕様書に定める。仕様書に記載されていな
い事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」による。 

 （１）標準業務 
国⼟交通省告⽰第９８号 別添⼀ 第１項 設計に関する標準業務による。 

 （２）追加業務 
１）設計内容の説明等に⽤いる資料等の作成 

簡易な透視図、⽇影図、及び各種技術資料を含む。 
２）⼯事の実施にあたり法令上必要となる各種の申請に⽤いる図書の作成 
３）住⺠・議会への説明等に必要な資料の作成 
４）什器・備品の配置を含めた基本レイアウト計画の作成 
５）透視図作成（Ａ２判、⿃観図、外観図、内観図 ５枚以上） 
６）仮設計画図の作成 
７）技術計算書等の作成 
８）概略⼯事⼯程表の作成 
９）⼯事費概算書の作成 

令和６年９⽉に概算⼯事費（根拠資料を含む）の提⽰を⾏うこと。 
１０）積算業務 

Ａ）⼯事費内訳書の作成 
Ｂ）複合単価資料の作成 
Ｃ）⾒積の徴収 
Ｄ）⾒積検討資料の作成 
Ｅ）積算数量算出書の作成 

１１）コスト削減検討資料の作成 
１２）ライフサイクルコスト計算書の作成 
１３）地質調査業務 
１４）電波障害調査業務 
１５）総合的な環境保全に関する検討・評価資料の作成 
１６）ＺＥＢプランナーによるＺＥＢ実現に向けた⽀援業務 
１７）省エネルギー関係計算書の作成 
１８）リサイクル計画書の作成 
１９）付帯倉庫・⾞庫の設計・積算業務 
２０）現太⽥本所解体⼯事の設計・積算業務 
２１）アスベスト分析調査業務 
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 （３）官公署等への⼿続き 
    新庁舎建設及び本業務に際し必要となる、関係機関等との各種協議、申請書や届出

等の作成、提出、受領等の⼿続きを⾏うこと。なお、各種⼿続きにかかる⼿数料等の
費⽤は、本業務委託内に含むものとする。 
１）開発⾏為に関する申請等⼿続き 
２）建築確認申請等に関する申請等⼿続き 
３）関係法令等に基づく各種申請等⼿続き 
４）ＢＥＬＳやＺＥＢ等の省エネルギー関係の申請等⼿続き 
５）補助⾦活⽤のための申請等⼿続き 

 （４）その他発注者が必要と認める業務 
その他発注者と受注者が協議のうえ、本設計に必要な業務を定めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務委託仕様書（プロポーザル時） 

Ｃ−１０ 
 

５．業務の実施 
（１）⼀般事項 
  １）業務を実施する際は、業務実施計画書を作成し、進めること。 

２）基本設計業務は、提⽰された設計与条件及び適⽤基準等によって⾏う。 
３）実施設計業務は、作成した基本設計図書のほか、提⽰された設計与条件及び適⽤

基準等によって⾏う。 
４）⼯法、材料及び設備等については、可能な限り特殊なものを選定せず、原則とし

て同等品を認めるなど、コスト縮減に努めるものとする。 
５）積算業務は、発注者の承諾を受けた実施設計図書及び適⽤基準等によって⾏う。 
６）必要に応じて、関係機関との調整に協⼒する。 

 （２）配置技術者 
    各技術者の要件は群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プロポ

ーザル実施要領による。また、各技術者の管理体制を業務実施計画書に明記すること。 
１）管理技術者 
２）総合主任担当技術者 
３）構造主任担当技術者 
４）電気設備主任担当技術者 
５）機械設備主任担当技術者 

（３）打ち合わせ及び記録 
打ち合わせは下記時期に⾏う予定である。打ち合わせ前には資料の作成をし、打ち

合わせ後は速やかに記録を作成し、発注者に提出すること。 
１）業務着⼿時 
２）定例会議 ⽉ 2 回程度を想定するが、頻度は協議による。 
３）発注者または管理技術者が必要と認めた時 

（４）適⽤基準等 
本業務の実施にあたっては、建築基準法その他関係法令ならびにその他これに基

づく条例及び規則等の規定によるほか、以下の条例、基準等を適⽤する。なお、各条
例、基準等の年版等については最新のものとする。 

   １）条例等 
・群⾺県⼈にやさしい福祉のまちづくり条例 
・群⾺県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 
・群⾺県屋外広告物条例 
・群⾺県⾃然環境保全条例 
・群⾺県建築基準法施⾏条例 
・群⾺県⼤規模⼟地開発事業の規制等に関する条例 
・２０５０年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣⾔」実現条例 
・太⽥市地域防災計画 
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・その他関連する法令、条例等 
２）建築設計基準 

・新営⼀般庁舎⾯積算定基準 
・官庁施設の基本的性能基準 
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 
・官庁施設の環境保全性基準 
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 
・官庁施設の防犯に関する基準 
・建築設計基準 
・建築構造設計基準 
・建築設備計画基準 
・建築設備設計基準 
・建築⼯事設計図書作成基準 
・建築設備⼯事設計図書作成基準 
・⾬⽔利⽤・排⽔再利⽤設備計画基準 
・建築設備耐震設計・施⼯指針 
・構内舗装・排⽔設計基準 
・駐⾞場設計・施⼯指針 
・路上⾃転⾞・⾃動⼆輪等駐⾞場設置指針 
・建築⼯事標準詳細図 
・擁壁設計標準図 
・公共建築⼯事標準仕様書（建築⼯事編） 
・公共建築⼯事標準仕様書（電気設備⼯事編） 
・公共建築設備⼯事標準図（電気設備⼯事編） 
・公共建築⼯事標準仕様書（機械設備⼯事編） 
・公共建築設備⼯事標準図（機械設備⼯事編） 
・内線規程 
・建築物解体⼯事共通仕様書 
・建設リサイクル法関連届出 
・建設リサイクル推進計画 
・建設副産物適正処理推進要綱 
・建設リサイクルガイドライン 
・室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定⽅法等について 
・内線規程 
・敷地調査共通仕様書 
・建築保全業務共通仕様書 
・その他関連する基準等 
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３）建築積算基準 
・官庁施設の設計業務等積算基準 
・公共建築⼯事積算基準 
・公共建築⼯事共通積算基準 
・公共建築⼯事標準単価積算基準 
・公共建築⼯事標準歩掛り 
・公共建築⼯事内訳書標準書式（建築⼯事編、設備⼯事編） 
・公共建築⼯事⾒積標準書式（建築⼯事編、設備⼯事編） 
・公共建築数量積算基準 
・公共建築設備数量積算基準 
・その他関連する基準等 
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６．成果図書の提出 
  提出する成果図書は次による。各成果図書は紙⽂書にてチューブファイル等にまとめ

て提出するほか、電⼦成果品としても提出すること。 
（１）基本設計 

１）設計内容等の説明資料（基本設計時） 
２）基本設計の条件整理報告書 

Ａ）⼟地利⽤計画   配置、アプローチ、駐⾞場、駐輪場、緑地、インフラ等 
Ｂ）建築計画     ボリューム、外観、平⾯、断⾯、動線、必要諸室、レイア

ウト、福祉、セキュリティ、材料、環境、サイン、維持管
理等 

Ｃ）構造計画     構造、防災等 
Ｄ）設備計画     電気設備、機械設備、設備⽅式の⽐較、設備更新等 
Ｅ）環境負荷低減計画 環境配慮、省エネ、創エネ、ＺＥＢの実現等 
Ｆ）ＢＣＰ計画    防災、安全、設備、備蓄等 

３）基本設計図 
    Ａ）建築（総合） 
     ａ）建築計画説明書 
     ｂ）建築設計概要書 
     ｃ）仕上げ概要書 

ｄ）敷地案内図 
     ｅ）配置図 
     ｆ）求積図 
     ｇ）⾯積表 
     ｈ）平⾯図（各階） 
     ｉ）断⾯図 
     ｊ）⽴⾯図（各⾯） 
     ｋ）矩計図 
     ｌ）動線計画図 
     ｍ）仮設計画概要書 
    Ｂ）構造 
     ａ）構造計画説明書 
     ｂ）構造設計概要書 
    Ｃ）電気設備 
     ａ）電気設備計画説明書 
     ｂ）電気設備設計概要書 
    Ｄ）給排⽔衛⽣設備 
     ａ）給排⽔衛⽣設備計画説明書 
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     ｂ）給排⽔衛⽣設備設計概要書 
    Ｅ）空調換気設備 
     ａ）空調換気設備計画説明書 
     ｂ）空調換気設備設計概要書 
    Ｆ）昇降機等 
     ａ）昇降機等計画説明書 
     ｂ）昇降機等設計概要書 
    Ｇ）外構 

ａ）外構計画説明書 
     ｂ）外構設計概要書 
   ４）概算⼯事費内訳書 
   ５）概算コスト削減検討資料 
   ６）概算ライフサイクルコスト計算書 

７）概略⼯事⼯程表（基本設計時） 
   ８）透視図（⿃観図、外観図、内観図） 
   ９）各種技術検討資料（進捗報告） 

１０）地質調査業務の報告書（進捗報告） 
１１）電波障害調査業務の報告書（進捗報告） 
１２）総合的な環境保全に関する検討・評価資料（進捗報告） 
１３）ＺＥＢプランナーによるＺＥＢ実現に向けた⽀援業務の報告書（進捗報告） 
１４）省エネルギー関係計算書（進捗報告） 
１５）リサイクル計画書（進捗報告） 
１６）アスベスト分析調査業務の報告書（進捗報告） 

   １７）その他業務の報告書（進捗報告） 
   １８）各種打合せ記録 
   １９）その他発注者が必要と認めるもの 
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（２）実施設計 
１）設計内容等の説明資料（実施設計時） 
２）実施設計図 

Ａ）建築（総合） 
ａ）図⾯リスト 
ｂ）特記仕様書 

     ｃ）建築物概要書 
ｄ）建築関係法令チェックリスト 

     ｅ）⼯事区分表 
     ｆ）敷地案内図 

ｇ）配置図 
     ｈ）求積図 
     ｉ）⾯積表 
     ｊ）仕上げ表 
     ｋ）平⾯図（各階） 
     ｌ）断⾯図 
     ｍ）⽴⾯図（各⾯） 
     ｎ）矩計図 
     ｏ）展開図 
     ｐ）屋根伏図 
     ｑ）天井伏図（各階） 
     ｒ）平⾯詳細図 
     ｓ）部分詳細図（断⾯や納まりを含む） 
     ｔ）建具表・建具配置図 

ｕ）什器計画図・詳細設計図 
     ｖ）サイン計画図・詳細設計図 
     ｗ）外構図（駐⾞場や広場、植栽等を含める） 
     ｘ）仮設計画図 

Ｂ）構造 
 ａ）特記仕様書 
 ｂ）構造標準図 
 ｃ）杭⼯事特記仕様書 
 ｄ）ボーリング位置図 
 ｅ）⼟質柱状図 
 ｆ）杭伏図 
 ｇ）基礎伏図 
 ｈ）各階伏図 
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 ｉ）各階壁伏図 
 ｊ）軸組図 
 ｋ）基礎リスト 
 ｌ）柱リスト 
 ｍ）地中梁リスト 
 ｎ）⼤梁リスト 
 ｏ）⼩梁リスト 
 ｐ）壁リスト 
 ｑ）床版リスト 
 ｒ）その他配筋リスト 
 ｓ）架構図 
 ｔ）各部詳細図 

ｕ）その他必要図⾯ 
Ｃ）電気設備 

ａ）図⾯リスト 
ｂ）特記仕様書 

     ｃ）建築物概要書 
ｄ）建築関係法令チェックリスト 

     ｅ）⼯事区分表 
     ｆ）敷地案内図 

ｇ）配置図 
     ｈ）電灯設備図 
     ｉ）動⼒設備図 
     ｊ）電気⾃動⾞⽤充電設備図 
     ｋ）電熱設備図 
     ｌ）雷保護設備図 
     ｍ）受変電設備図 
     ｎ）電⼒貯蔵設備図 
     ｏ）発電設備図 
     ｐ）構内情報通信網設備図 
     ｑ）構内交換設備図 
     ｒ）情報表⽰設備図 
     ｓ）映像・⾳響設備図 

ｔ）拡声設備図 
     ｕ）誘導⽀援設備図 

ｖ）テレビ共同受信設備図 
ｗ）テレビ電波障害防除設備図 
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ｘ）監視カメラ設備図 
ｙ）駐⾞場管制設備図 

     ｚ）防犯・⼊退室管理設備図 
     ａａ）⽕災報知設備図 
     ａｂ）中央監視制御設備図 

ａｃ）その他設置設備図 
ａｄ）部分詳細図 
ａｅ）屋外整備図 
ａｆ）仮設計画図 

       各設備について、系統図と機器仕様表、参考姿図を作成すること。 
Ｄ）空調換気設備 

ａ）図⾯リスト 
ｂ）特記仕様書 

     ｃ）建築物概要書 
ｄ）建築関係法令チェックリスト 

     ｅ）⼯事区分表 
     ｆ）敷地案内図 

ｇ）配置図 
     ｈ）空気調和設備図 

ｉ）換気設備図 
ｊ）排煙設備図 
ｋ）配管設備図 
ｌ）ダクト設備図 
ｍ）防⽕設備図 
ｎ）中央監視制御設備図 

     ｏ）その他設置設備図 
     ｐ）部分詳細図 
     ｑ）屋外整備図 
     ｒ）仮設計画図 

   各設備について、系統図と機器仕様表、参考姿図を作成すること。 
Ｅ）給排⽔衛⽣設備 

ａ）図⾯リスト 
ｂ）特記仕様書 

     ｃ）建築物概要書 
ｄ）建築関係法令チェックリスト 

     ｅ）⼯事区分表 
     ｆ）敷地案内図 
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ｇ）配置図 
     ｈ）衛⽣器具設備図 
     ｉ）給⽔設備図 
     ｊ）給湯設備図 
     ｋ）排⽔・通気設備図 
     ｌ）排⽔処理設備図 
     ｍ）消⽕設備図 

ｎ）ガス設備図 
ｏ）厨房設備図 
ｐ）ごみ処理設備図 
ｑ）中央監視制御設備図 
ｒ）その他設置設備図 
ｓ）部分詳細図 
ｔ）屋外整備図 
ｕ）仮設計画図 

各設備について、系統図と機器仕様表、参考姿図を作成すること。 
Ｆ）昇降機等 

ａ）図⾯リスト 
ｂ）特記仕様書 

     ｃ）建築物概要書 
ｄ）建築関係法令チェックリスト 

     ｅ）⼯事区分表 
     ｆ）敷地案内図 

ｇ）配置図 
ｈ）エレベーター図 
ｉ）⼩荷物専⽤昇降機図 
ｊ）エスカレーター図 
ｋ）中央監視制御設備図 

     ｌ）その他設置設備図 
     ｍ）部分詳細図 
     ｎ）屋外整備図 
     ｏ）仮設計画図 

   各設備について、系統図と機器仕様表、参考姿図を作成すること。 
Ｇ）外構 

ａ）図⾯リスト 
ｂ）特記仕様書 

     ｃ）建築物概要書 
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ｄ）建築関係法令チェックリスト 
     ｅ）⼯事区分表 
     ｆ）敷地案内図 

ｇ）配置図 
     ｈ）舗装図 
     ｉ）⼯作物図 
     ｊ）植栽図 
     ｋ）その他設置設備図 
     ｌ）部分詳細図 
     ｍ）仮設計画図 

３）設計図ＣＡＤデータ（データ形式はＰＤＦ及びＪＷＷ） 
４）積算資料 
 Ａ）⼯事費内訳書 
 Ｂ）複合単価資料 
 Ｃ）⾒積書 
 Ｄ）⾒積もり検討資料 
 Ｅ）積算数量算出書 
５）コスト削減検討資料 
６）ライフサイクルコスト計算書 
７）概略⼯事⼯程表（実施設計時） 
８）透視図（⿃観図、外観図、内観図） 
９）構造計算書及び説明書（解説付き） 
１０）電気設備の各種技術検討資料、計算書、説明書 
１１）給排⽔衛⽣設備の各種技術検討資料、計算書、説明書 
１２）空調換気設備の各種技術検討資料、計算書、説明書 
１３）⾬⽔排⽔処理の各種技術検討資料、計算書、説明書 
１４）地質調査業務の報告書 
１５）電波障害調査業務の報告書 
１６）総合的な環境保全に関する検討・評価資料 
１７）ＺＥＢプランナーによるＺＥＢ実現に向けた⽀援業務の報告書 
１８）省エネルギー関係計算書 
１９）リサイクル計画書 
２０）アスベスト分析調査業務の報告書 

   ２１）その他業務の報告書 
   ２２）広報紙等への掲載資料 

２３）各種打合せ記録 
   ２４）その他発注者が必要と認めるもの 
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７．留意事項 
（１）各種会議等への協⼒ 

１）請負者は作成した設計図書について内部会議及び議会等で合意を得るために協
⼒するものとする。 

２）請負者は発注者の求めに応じて各種会議等へ出席し、資料作成や説明、運営等の
⽀援を⾏うものとする。 

３）請負者は発注者の指⽰により、上記会議等における意⾒に基づき、設計内容の⾒
直しや修正等を⾏うものとする。また、発注者の指⽰により検討を求められた事
項については、技術的検討を⾏い、その結果を報告し指⽰を受けるものとする。 

（２）成果物の取扱いについて 
本業務の成果物の著作権及び所有権は、全て発注者に帰属する。なお、提出された

ＣＡＤデータについては、当該施設に係る各種⼯事の請負業者に貸与し、当該⼯事に
おける施⼯図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使⽤するも
のとする。 

（３）⼯事監理業務 
太⽥本所建設⼯事の⼯事監理業務については、設計業務委託契約をする者と随意

契約で別に発注する予定である。⼯事監理業務の基本事項は建築⼯事監理業務委託
共通仕様書（平成 13 年２⽉ 15 ⽇国営技第６号、最終改定令和２年３⽉ 31 ⽇国営整
第 168 号）によるが、詳細については協議によるものとする。 

（４）その他 
本仕様に明⽰のない事項であっても、社会通念上当然必要と思われるものについ

ては、請負者において充⾜するものとする。 


